
事務総局会議（第16回）議事録 ’

平成30年6月12日 （火）午前10時00分～午前1 ］●時20分日時

総局会議室場所

口
席出
者
今崎事務総長， 中村総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，平田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長，村田家庭局長，篭岡秘書課長兼広報課

長，佐伯情報政策課長．石井審議官

議事1 事務総局等が発出した通達等について

徳岡秘書課長説明

2裁判所の保有する司法行政文書の篇示に関する事務の取扱要綱等に

基づく事務の実施状況について

徳岡秘書課長説明（資料第1）

3平成30年度外国出張計画について

徳岡秘書課長説明（資料第2）

4裁判所法82条に基づき裁判所の享務の取扱方法に対して最高裁判

所に申出がなされた不服の専決処理状況の報告について

中村総務局長説明（資料第3）

5管財人等協議会の開催について

平田民事局長説明（資料第4）

6調停運営協議会の開催について

平田民事局長及び村田家庭局長説明（資料第5）

7調停委員協議会の開催について

村田家庭局長及び平田民事局長説明（資料第6）

8特別養子縁組制度の見直しについての法制審議会への諮問について
村田家庭局長説明（資料第7）
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雲誉寵竜議料峯’ 【配布資料】

裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務

の取扱要綱等に基づく事務の実施状況について

1 開示申出等に関する事務の実施状況について

（期間：平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

<lノ 司法行政文書開示

申出件数最高裁551件下級裁650件

全部又は一部開示の判断最高裁405件下級裁265件

全部不開示の判断最高裁181件下級裁412件

(2) 保有個人情報開示

申出件数最高裁1 1件下級裁75件

全部又は一部開示の判断最高裁7件下級裁38件

全部不開示の判断最高裁1件下級裁42件

（3’ 保有個人情報の訂正の申出及び利用停止の申出件数

最高裁該当なし下級裁1件

2苦情申出に雷する事務の実施状況について

（期間：平成29年4月1日から平成30年3月31日まで〉

;l) 苦情申出件数 127件（原判断庁最高裁91件（保有個3

級裁36件〈保有個12件含む） ）

必情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問した件数 133件

（3： 答申件数 109件

(保有個3件含む） 下



事務総局会議資料案ユー
（ら月イミ日開催）

平成30年度外国出張計画

函
国際会議

商事裁判所常設国際フォーラム（米国

国際倒産裁判官ネットワーク (JIN)

合計3人

裁判官1人

日間）

裁判官2人

1

(1>

(2)

約5償間） 【民事局】

の逼際会議（米国，約5

【民事局】

1
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事務総局会議資料芽3
（6月/』日開催）

事務総局会議配布資料

(平成30. 6. 12総一印）

裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して

最高裁判所に申出がなされた不服の処理状況

（平成29年4月1日～平成30年3月末日）

1 不服の総処理件数

103件

2長官決裁による処理

1件

3 局長等による専決処理状況

(1)処理件数 102件

（2） 処理結果

監督権不行使 102件

（3）概要：別添のとおり

（局課別内訳）

総務局3件，民事局28件，刑事局34件，行政局25件，家庭局12件

（態様内訳）

裁判事務関係 92件， 司法行政事務関係 10件

（4） 特徴的態様

態様の内訳としては，裁判事務関係の不服が全体の約90パーセントを占態様の内訳としては，裁判事務関係の不服が全体の約90パーセントを占め

る。また申出人の類型としては，事件当事者からのものが約93パーセントを

占める。

1
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(別添）

裁判所法蕊82条に基づき裁判所の率務の取扱方法に対して簸高裁判所に申出がなされた不服の専決処理等
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勤総務局 当迩者 局長等専決 監督権不行使裁〃ﾘ顛務 書記官3 H29.6.28

’

’
民事局 当事者 裁判索務 養肥官

』
局長等専決 監督権不行使4 H29.4.7

’
碇

民事局 当辮者 裁判官 局畏需専決 監藩権不行使鞭判砺務5 l･129.6.9
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餓判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
劃戦判の当蕊者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの

1
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担当局課 申出人顛型 対象蕊務 対象雛員 不服の内容 処理画 処理頚型 処理結果 備考
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対象職貝は裁判官.書記官
及び測停委員

民事局 当蕊者 裁判事務 その他7 任茜君 局長等専決 監綴梗不行使H29陰10.11
ー
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配‘ r畠 対象職員は裁判官.書:禧
及び澗停美員

民事局 当砺者 裁判事務 その他8 局長等専決 監静桶不行使H29｡10｡11

‐． ’
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一

対象職員は裁判官,寄記官
及び鯛停委員

■■■C

闇民事局 当事者 その他 局長等専決 監梼権不行使9 羅判事務 H29.11.1

対象職側は裁判官及び測鯵
委員

民蕊局 当察者 裁判察務 その他 局長等専決0 監簡権不行使1 1-129.'lZ27

’ ’
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職判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
■裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 2
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担当局課 申出人類型 対象癩務 対歓職員 不服の内容 処理巳 処理結果処理頚型 備考
■

’
一

民事局 当事者 戦判官I I 識判率溺 局畏等専決 監籍権不行使H29.4.3

■■ 対蕊職員は裁判官及び書記
官

民事局 当事者2 裁判蛎務 その他 局長等専決 監摺権不行使1 H29-4.3

対象職員は裁判官及び書記
官

当事者民率局 その他舞判率務 局長等専決 監鰯権不行使31 H29径4.17I 1

1

’ 対象職員は裁判官及び書鯛
官

民泰局 当來者 叙判事務 その他 局畏簿専決 監齋権不行使1 4 H29.5.8

'1 ■民率局 当事者 戦判砺務 香記官 局畏等専決 監祷権不行使51 H29.6.15

』二

裁判の当莱者から司法行政蕊務を対象として申出のあったもの
■裁判の当事者以外から司法行政察務を対歓として申出のあったもの 3
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担当局課 申出人類型 対象郵務 対象職員 不服の内容 処理臼 処理類型 処理結果 備考
｜’
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民事局 当獺者16 裁判郡務 裁判官 局長等専決 監驚権不行使H29.7.10
’

■民率局 当蕊者 難判官17 栽判斯務 局長等専決 監齋権不行使H29.7.24

’ ’ 対象職員は裁判官及び書記
官

民事局 当蕊者 難判辮務 その他18 局長等専決 監祷権不行使H29.8.18
’

’
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民事局 当事者 裁判官19 澱判泰務 局長等専決 監督権不行使H29.11.2
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‐裁判の当事者から司法行政砺務を対象として申出のあったもの
■裁判の当事者以外から司法行政事務を対欽として申出のあったもの 4
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富裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
国裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 5

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理麺翻 処理結果 備考

民事局 当率者 戯判事務 裁判官 H29.12型2 局長等専決 監督権不行使

民事局 当事者 懸判事務 裁判官 H29.12.18 局長等専決 監督権不行使

民事局 当事者 陵判事務 その他一 用30.2.13 局長等専決 監督槽不行使

対象職員は,裁判官及び書・
記官
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処理結果 ’担当局卿 申出人類型 対数蕊務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 備考

－－ －~｜民事局 当事者26 裁判事務 その他 局長等専決 監蕃権不行使1.130.3.27 対象者は裁判官及び書記官
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１
１ I

1

一一一一一一一コ

■ロ
’

騨局 壱の他 司法祷政系務 執行官30 局長等専涜 監揺権不行使H296127

’
I

■
」＝込一己 告■凸

、1

裁判の当事者から司法行政事務を対歎として申出のあったもの
■裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 6
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|掴当局畷|願出函担当局際 申出人顛型 対象蕊務 対象礎員 不服の内容 処理日 処理頚型 処理結果 備考

民事局 当蕊者31 無判蒸務 難判官 局長等専決 監督権不行使H29.5.22

輻

’ ’

刑蕊局 当砺者32 裁判官鮫判事務 局長等専決 監僑権不行使H29.4.20

■■刑蕊局 当蕊者33 裁判察務 裁判官 局長等専決 監慨権不行使H29.5.1

刑蛎局 当歌者 裁判官34 雛判事務 局長等専決 監悟権不行使H29.5.9

＝｡－ 巷エゴ！
刑事局 当率者35 雅判砺務 書記官 局長等専決 監篭権不行使H29.5.17
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裁判の当率者から司法行政率務を対象として申出のあったもの
■裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 7
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#日当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

一
。
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
日

刑事局 当蕊者 諦判獅務 裁判官36 局畏等専決 監祷権不行使H29.6.6

’

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官37 局長等専決 監椿権不行使H29等6.28
’

’刑事局 当蕊者 裁判官38 戴判事務 局長零専決 燈幡権不行使H29.7.31

ー－－ ’元一一＝同一一言一一＝＝

刑蕊局 当事者 戦判官 監儒権不行使裁判砺務 局長等専決39 H29.8‘23

’
刑察局 当事者 難判官 局長需専決 監喬権不行使40 瀧判索務 H29.9.12

P
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．;裁判の当鞭者から司法行政事務を対欽として申出のあったもの
■裁判の当郡者以外から司法行政率務を対象として申出のあったもの 8
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１
１

担当局課 申出人頚型 対象蕊務 対象賑風 不服の内容 処理日 処理頚型 処理結果 備考

’刑事局 当事者41 裁判砺務 裁判官 局長等専決 監督権不行使H29.10.4

■■■ ロ
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’刑蕊局 当雍者 毅判康務 裁判官42 局長等専決 監締権不行使H29.11.24

’P＝Jー 一安含虚 ＝声.垂－ 1

刑察局 当事者 裁判率務 鞭判官43 局長等専決 監督様不行使H29.11.24
’

①

’
’刑惑局 当蕊者 害肥官城判蕊務44 局長等専決 監惚権不行使H29.12.6

’当窃者 1
1

刑蕊局 難判願務 誠判官45 局長諺専決 監督橘不行使H29.'12.i3

’

樗
○
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､知裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
園裁判の当事者以外から司法行政事務を対欽として申出のあったもの 10

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理麺型 処理結果 備毒

刑事局 当率者 裁判事務 蕊判官－ H29.12.19 局長等専決 監督権不行使

刑事局 その他 救判事務 裁判官’ H29.12.20 局長等専決 監督桧不行使

刑事局 当事者 城判事務 戦判官’ H29.1226 局長等専決 監督権不行使

刑事局 当事者 裁判事務 薮判官 H29.1228 局長等専決 監督権不行使

刑事局 その他 裁判事務 裁判官一 H29.12●28 局長等専決 監督樋不行使



へ 〆ヘ

１
１

’担当局課 申出人類型 対象事務 対象轍員 不服の内容 処理日 処理顔型 処理結果 備考
■■■■

’
一一

刑事局 当事者51 羅判窮務 義判官 ’局長等専決 監霧権不行使H30.117
’

’刑事局 当率者 裁判蛎務 裁判官52 局長等専決 監衛権不行使H30.1.17

■
１
１
１
ｌ
■
Ⅱ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
１
１
１
Ⅱ
１
１
０
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ

刑察局 当熟鱈 裁判官53 蕊判率務 局長等専決 監綴権不行使H30.1.理
’

■
刑事局 当事者 裁判官54 裁判事務 局長等専決 監慨権不行使H30.1.29

I
＝

刑準局 当率者 ’裁判官55 銃判來務 監侭権不行使局長等専決H30.26

得
画

弓裁判の当事者から司法行政率務を対象として申出のあったもの
■裁判の当事者以外から司法行政車務を対象として申出のあったもの 11

國面皿一昌一一望豆雪昌巴司I~二麺砠 ．＝I&雪空
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56

57

58

59

胃
幽 毎裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの

回裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 12

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理麺型 処理結果
●

備考

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ H30.26 局長等専決 監督権不行使 ■■■■■■■

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官’ H3L2.6 局長等専決 監督櫓不行使 I■■■■■■■

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ H3Q2､6 局長等専決 監督権不行使 I■■■■■■■

刑事局 当蕊者 餓判事務 裁判官 H302.16 局長霧専決 監督横不行使

刑事局 当事者 藏判事務 裁判官 ■■■■■■■■■■■ H302.16 局長等専決 監督桧不行使
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61

62

63

64

65

Ｈ
心

魚裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
園裁判の当事者以外から司法行政事務を対歓として申出のあったもの 13

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処琿麺型 処理結果 備考

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官一 H303.7 局長等専決 監督権不行使

刑事局 当率者 戴判事務 その他 ■■■■■■F■■■■■ H30.3.7 局長等専決 監督権不行使
対
官
象職員は裁判官及び書記

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官 H3q3､8 局長等専決 監督権不行使

刑事局 当事者 叙判事務 その他 H30.3.15 局長等専決 監督権不行使
対象職員は裁判官及び書配
官

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官’ H3u3o29 局長等専決 監督権不行使
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一

67

69
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可裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
国裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 14

担当局鰈 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

行政局 当事者 裁判事務 裁判官 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ H29.5.17 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 裁判事務 裁判官
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■
H29.5.30 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 薮判事務 書記官 ■■■■■■■■■■■■■■ H29.5.31 局長等専決 監督樋不行使

行政局 当事者 蕊判事務 裁判官’ H29.6.2 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 裁判事務 裁判官 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ H29.6.2 局長等専決 監督権不行使一
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71

72

73

74

75

得
①

で裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
園裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 15

担当局謀 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

行政局 当事者 裁判頚務 裁判官一 H29.6.6 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 載判事務 裁判官 I■■■■■■■■■■■■■■■■■ H29.6.7 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 裁判事務 労働審判偶■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ H29.6.26 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 裁判事務 裁判官 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ H29.7.28 局長等専決 監督根不行使 ■■■■■■■

行政局 当事者 裁判東務 裁判官｜ H29.8.4 局長等専決 監督権不行使
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博
司

列裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
園裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 16

担当局畷 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処琿麺型 処理結果 備考

行政局 当事者 裁判事務 裁判官 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ H29.8.21 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 裁判事務 労働審判員｜ H29.8.31 局長等専決 監督擢不行使一

行政局 当事者 裁判事務 裁判官 ■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■ H29.9.14 局長等専決 監督横不行使

行政局 当事者 裁判事務 裁判官 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ H29.9.28 局長等専決 監督権不行使

．
’

行政局 当事者 裁判事務 裁判官 H29.10.17 局長簿専決 監督権不行使
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81

82

83

84

85

］
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ご裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
園裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 17

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

行政局 当事者 裁判事務 裁判官 ■■■F■■■■■■■■ H29.11.30 局長等専決 監綴横不行使

行政局 当事者 裁判事務 裁判官 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ H29.12.19 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 裁判事務 その他 H30.1.10 局長等専決 監督樋不行使
対
官
象職員は裁判官及び書配

行政局 当事者 裁判事務 その他 ■■■■■■■■■■■ H30.1.11 局長等専決 監督桧不行使
対象職員は裁判官及び書記
官

行政局 当事者 裁判事務 裁判官 H30.1.17 局長等専決 監督権不行使
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86

8フ

得
の あ裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの

園裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 18

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処翻麺型 処理結果 備考

行政局 当事者 裁判事務 裁判官
、
一 H30.1.19 局長等専決 監督桧不行使

行政局 当率者 戯判事務 裁判官 ■■■■■■■■■■■■ H30.2.フ 局長等専決 監督権不行使 ■■■■■■■

行政局 当事者 裁判事務 その他 H30.2.13 局長等専決 監督樋不行使
対象職員は裁判官及び書紀

邑■■■■

行政局 当事者 裁判事務 その他 H30L2.16 局長等専決 監栂桧不行使
対象職員は裁判官及び書記
官

ﾛ■■■■■■■

行政局 当事者 裁判事務 裁判官 H30.3.1 局長等専決 監督桧不行使
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■
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担当局課 申出人頚型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

家庭局 当事者 書記官9.1 叙判車務 局長等専決 監糖犠不行使H29.4.28

■
－

’
■

1
ー

１
１

’

1１
１

翠庭局 その他 裁判官92 司淺行政率義 局長静騨決 盤督権不行使H29.Z3

I■■
扣
日
１
日
▲

句
ⅡＬ

■

ロ圧
－－ － ■■■－ 一 一 一一

Ｉ
Ｆ蜜庭局 当謡者 鞭判蕊務 蕊判官 局長癖専決 監格権不行使93 H29.7.3

今

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官94 局長等専決 監督権不行使H29.7.28

’ ’

’■ーｰ』

鴎 濯 罵 躁
家庭局 弁鯉士 裁判官鞭判亦務 局畏等専決 監侭権不行使95 H29.8.16

昌一 ＝＝一一一町■一一ー

’I ロ

い
○

裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
■裁判の当事者以外から司法行政蕊務を対象として申出のあったもの 19



へへ

96

9フ

1

画
胃

’1裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
国裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 20

担当局課 申出人類璽 対欽事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理麺麺 処理結果 備考
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家庭局 当事者 餓判事務 裁判官 H29.1227 局長簿専決 監督橘不行使 ■■■■■■■

家庭局 その他 叙判事務 裁判官 H30.Z7 局長等専決 監督権不行使

家庭局 弁腫士 戯判事務 鯛停委員 H30.2.13 局長等専決 監督権不行使

家庭局 当事者 裁判事務 その他 H30.2.13 局長等専決 監督権不行使
対象轍員は.書記官.事務
官及び鯛停委員 一
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今

戸

担当局課 処理麺劃不服の内容 備考

家庭局 当事者 誠判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使101 H30.3.7

対象職員は,書記官及び裁
判官

家庭局 当事者 書記官 局長等専決 監督権不行使裁判事務102 H3Q3､29

い
い

『1裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
回裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 21



裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の専決処理等（参考）

担当局課 申出人顯型 対象事務 対象朧函 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

▲凸
8' 唇

民事局 当事者 標記官’ 澱判率務 長官決裁 監腎梅不行使H29.6.5

＝． ．’

い
“

22



事務総局会議資料茅￥
（‘月rミ日開催）

(平成30． 6． 12民三印）

管財人等協議会の開催について

主催 各地方裁判所

期日 平成30年9月から平成3

場所 ≦各地方裁判所 ・

協議事項倒産事件の管財事務等の処

各地方裁判所 ・

倒産事件の管財事務等の処

１
２
３
４
５

1年3月までの間の1日

理に関し考慮すべき事項

破産事件の破産管財人，民事再生事件の監督委員，管財人及び個人協議員

再生委員並びに会社更生事件の管財人等の各候補者

各地方裁判所の定める人数

各地方裁判所の倒産事件担当の裁判官及び裁判所書記官参列員6

各地方裁判所の定める人数



事務総局会議資料雑
( 6RR日開催）

(平成30． 6． 12民二印）

調停運営協議会の開催について

主催 各高等裁判所１
２
３
４
５

期日 平成30年9月から11月までの間の1日

各高等裁判所所在地

民事調停及び家事調停の運営に関し考慮すべき事項

各地方裁判所又は管内の簡易裁判所の民事調停委員及び各家庭裁判

所の家事調停委員 若干人

(1) 各高等裁判所の事務局長又は事務局次長，開催地にある地方裁判

所及び家庭裁判所の長並びに開催地にある地方裁判所，家庭裁判所

及び簡易裁判所の調停担当裁判官各1人

(2) 日本調停協会連合会の理事長, gll理事長（当該高等裁判所管内か

場所

協議事項

協議員

参列員6

ら選任された者）及び事務局長



事務総局会議資料芽も
（6月rミ曰開催）

（配布資料）

（平成30． 6． 12家二印）

調停委員協議会の開催について

主催 最高裁判所

期日 平成30年10月18日 （木）

場所 最高裁判所

協議事項 （1） 民事

民事調停の利用者のニーズに応える充実した調停運営を実現す

るための評議の在り方及びそれを実現する上で調停委員が果たす

べき役割

（2） 家事

適時適切な評議を通じた調停運営の在り方及びそれを実現する

ために調停委員が果たすべき役割

協議員 （1） 各高等裁判所本庁の所在地にあっては，各地方裁判所又は管内

の簡易裁判所の民事調停委員及び各家庭裁判所の家事調停委員1

人ずつ

(2) (1)以外の地にあっては，各地方裁判所若しくは管内の簡易裁判

所の民事調停委員又は各家庭裁判所の家事調停委員いずれか1人

合計 58人

１
２
３
４

5



事務総局会議資料茅?
（ 6月／ミ日開催）

(30. 6. 13)

特別養子縁組制度の見直しについての法制審議会への諮問

1 法制審議会への諮問（平成30年6月4日）

(1) 諮問事項

「実方の父母による監護を受けることが困難な事情がある子の実情

等に鑑み，特別養子制度の利用を促進する観点から，民法の特別養子

に関する規定等について見直しを行う必要があると思われるので， そ
の要綱を示されたい。 」

（2） 諮問に至った経緯

特別養子縁組制度については，家庭に恵まれない子に温かい家庭を

与えて， その健全な育成を図ることを目的に， 昭和62年民法改正に

より導入され，創設以来見直しはされていないが，養子となる者の年

齢要件（原則6歳未満）のために，施設入所中の小中学生等について

利用することができないという問題点や，試験養育を開始した後に実

父母が突然同意を撤回することがあるため，試験養育を安心して開始

することができないという問題点が指摘されている。

こうした指摘を受け， 平成28年6月公布の児童福祉法等の－部改

正法は， 附則2条1項において， 「この法律の施行後速やかに，児童

の福祉の増進を図る観点から， 特別養子縁組制度の利用促進の在り方

について検討を加え， その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
する。 」 とした。

このような状況を踏まえ， 平成29年7月から， 「特別養子を中心

とした養子制度の在り方に関する研究会」 （座長・大村敦志東京大学

教授）が開催され， 法務省も参加して議論が重ねられてきた。

平成29年7月～平成30年5月 月1回ペースで1 1回開催

平成30年5月 中間報告書取りまとめ

もっとも，特別養子縁組制度の見直しは， 国民生活に与える影響が

大きく ，．見直しをする場合の方向性についても様々な考え方があり得
ることから， 法制審議会の意見を求めることとされた。

I
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今後の予定

平成30年6月

平成31年2月

2

部会で検討開始（月1回ペースで約9か月）

部会から法制審議会総会に報告

法制審議会の答申 （予定）

3 法制審譲会特別蕊子制度部会における主要な検討予定事項

１
１
１

１
２
３

１
１
１

養子となる者の年齢要件等について

実方父母による同意の撤回の制限について

実方父母の同意を要しないことをあらかじめ確定する方法について
（

f


